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在宅医療を提供する環境の整備
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往診及び在宅患者訪問診療料の評価
○ 往診料 720点
 患者又は家族等患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険

医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合の評価。
※ 定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない。

○ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) （１日につき）
１ 在宅患者訪問診療料１

イ 同一建物居住者以外の場合 888点
ロ 同一建物居住者の場合 213点

２ 在宅患者訪問診療料２
イ 同一建物居住者以外の場合 884点
ロ 同一建物居住者の場合 187点

 在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して、
患者の入居する有料老人ホーム等に併設される保険医療機関以外の保険医療機関が定期的に訪問して
診療を行った場合の評価。

［算定要件］（抜粋）
○ 在宅患者訪問診療料１

１人の患者に対して１つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について、１日につ
き１回に限り算定。

○ 在宅患者訪問診療料２
患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する他の保

険医療機関の求めを受けて、当該他の保険医療機関が診療を求めた傷病に対し訪問診療を行った場合に、求めがあっ
た日を含む月から６月を限度として算定。

※ 同一建物に居住する当該患者１人のみに対し訪問診療を行う場合は、「同一建物居住者以外の場合」の点数を算定する。
※ 患者の入居する有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が定期的に訪問して診療を行った場合は、在宅患者訪問診療料(Ⅱ) 150点を算定 。



在宅医療における1 6ｋｍの取扱いについて

往診、訪問診療については、患者の急変時などに緊急の往診をするなど、地域において適切な医療を提供す
るに当たって、保険医療機関の所在地と患者の家との距離が近い距離内にあることが望ましいこと等を踏まえ、
保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16 キロメートルを超える往診については、当該保険医療機
関からの往診を必要とする「絶対的な理由」がある場合に認められることとしている。

① 患家の所在地から半径16キロメートル以内に、患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療
機関が存在しない場合

② 患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診
等を行っていない場合

③ 重症児の在宅医学管理時や、訪問型病児保育中に必要となった場合の小児科の診療など、往診等
に対応できる保険医療機関の確保が特に難しい専門的な診療を要する場合で、近隣に対応できる保険
医療機関を患者が自ら見つけられず、往診等を依頼された保険医療機関側も、患者の近隣に対応でき
る医療機関を実態上知らない場合

などが考えられる。
※絶対的理由に該当するかどうかの判断は単に費用だけでなく、以下のような観点も含め、総合的に検討する必要がある

・他の事業者による代替的なサービスがどの程度提供されているのか
・医学的な観点からの受診の必要性
・緊急時の対応を含めた、地域における医療提供体制における位置づけ

絶対的な理由とは
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１６ｋｍ以内 １６ｋｍを超える

絶対的理由がある

１６ｋｍを超えて又は海路により以下の地域に往診等

ア適用地域
ⅰ医療機関のない島の地域又は通例路程の大部分を海路による以外

に往診することが困難な事情にある地域であって医療機関のないも
の

ⅱ １号地域以外の地域であって、最寄りの医療機関からの往診距離が
片道16 キロメートルを超えるもの

イ特殊の事情
ⅰ定期に航行する船舶がないか、又は定期に航行する船舶があっても航

行回数がきわめて少ないか、若しくは航行に長時間を要すること。
ⅱ海上の状態や気象条件がきわめて悪いため、又は航路に暗礁が散在

するため、若しくは流氷等のため航行に危険が伴うこと。
ⅲ冬期積雪の期間通常の車両の運行が不能のため往診に相当長時間

を要する事情にあること、又は道路事情がきわめて悪く、相当の路程を
徒歩によらなければならないため、往診に相当長時間を要する事情に
あること。

在宅医療における距離の要件について

点
数
の
算
定
が
可
能
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在宅医療における1 6ｋｍの取扱いについて

●診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）(抄)
Ｃ０００ 往診料 720点
注１ 別に厚生労働大臣が定める時間において入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している場

合に緊急に行う往診、夜間（深夜を除く。）又は休日の往診、深夜の往診を行った場合には、在宅
療養支援診療所、在宅療養支援病院（地域において在宅療養を提供する診療所がないことにより、
当該地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病院であって、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。
以下この表において同じ。）等の区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。

（略）
４ 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による往診

を行った場合で、特殊の事情があったときの往診料は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算
定する。

５ 往診に要した交通費は、患家の負担とする。

1 6 k mの取扱いに関する規定保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16 キロメートルを超える往診については、
当該保険医療機関からの往診を必要とする「絶対的な理由」がある場合に認められる。

（参考）16kmの取扱いに関する規定
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在宅医療における1 6ｋｍの取扱いについて

●疑義解釈資料の送付について（その７）（平成19年４月20日事務連絡）

（問） 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が半径１６キロメートルを超えた場合に医科点数表における「C000 往診料」若しくは
「C001 在宅患者訪問診療料」又は歯科点数表における「C000 歯科訪問診療料」の算定が認められる絶対的理由とはどのようなものか。

（答） 具体的には、①患家の所在地から半径１６キロメートル以内に、患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②
患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる。なお、
療養費における「往療料」についてもこれに準じた取扱いである。

●疑義解釈資料の送付について（その14）（平成27年6月30日事務連絡）

（問） 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える往診又は訪問診療（以下、「往診等」という。）については、当該
保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められることとされており（「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実
施上の留意事項について」（平成26年３月５日保医発0305第３号））、具体的には、①患家の所在地から半径16キロメートル以内に患家の求
める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該
保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる（「疑義解釈資料の送付について（その７）」（平成19年４月20日付医療課事務
連絡））とされている。

例えば、重症児の在宅医学管理時や、訪問型病児保育中に必要となった場合の小児科の診療など、往診等に対応できる保険医療機関の確保が
特に難しい専門的な診療を要する場合で、近隣に対応できる保険医療機関を患者が自ら見つけられず、往診等を依頼された保険医療機関側も、
患者の近隣に対応できる保険医療機関を実態上知らない場合は、「16キロメートルを超える往診等を必要とする絶対的な理由」に含まれるか。

（答） ご指摘の事例は「絶対的な理由」に含まれる。

なお、患者が特定施設や高齢者向け住宅等（以下、「施設等」という。）に居住する場合は、施設等が、予め、往診等を行う協力医療機関を
得るよう努めるべきであり、単に患者や保険医療機関が往診等を行う他の保険医療機関を知らないことをもって絶対的な理由に該当するという
ことはできないことに留意が必要である。このような場合には、施設等又は往診等を行う保険医療機関が、施設等から16キロメートル以内の
保険医療機関に個別に、又は、当該地域の医師会に、往診等を行う保険医療機関があるかを予め確認する必要がある。

（参考）1 6 k mの取扱いに関する規定
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規制改革実施計画（令和５年６月1 6日 閣議決定）

Ⅱ 実施事項 ＜医療・介護・感染症対策＞
（３）医療関係職種間のタスク・シフト／シェア等

事項名 規制改革の内容

在宅医療を提
供する環境の
整備

厚生労働省は、地域で主たる責任を持って在宅療養者に対する診療に当たる「在宅療
養支援診療所」を含め診療所からの往診について、診療所から半径16ｋｍを超える往診
が当該診療所からの往診を必要とする「絶対的な理由」がある場合に認められていると
ころ、現実には、16ｋｍ以内に医療機関が存在していても、やむを得ない事情で当該医
療機関の医師が適時に往診できず、医療アクセスが困難な地域における患者の医療に支
障が生じているとの指摘があることを踏まえ、地域の在宅医療の提供状況に応じ、16ｋ
ｍを超えた往診が可能となる「絶対的な理由」について、更なる整理・周知を検討する。
加えて、診療所の管理者の常勤要件について、新たに管理医師を配置した上で診療所を
開設することが困難であるとの指摘があることを踏まえて、地域の在宅医療の提供状況
に鑑み、医療提供体制が不足していると都道府県が認める場合には、他の診療所の管理
者がへき地や医師少数区域等の診療所の管理者を兼務可能であることの更なる整理・周
知を検討する。
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1 6ｋｍを超えた往診が可能となる「絶対的な理由」に係る更なる整理・周知

対応方針

以下のような疑義解釈通知を発出し、地方厚生（支）局等へ周知する。

（問） 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える往診又は訪問診療（以下、「往診
等」という。）については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められる
こととされており（「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和４年３月４日保医
発0304第１号））、具体的には、①患家の所在地から半径16キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対
応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していて
も当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる（「疑義解釈資料の送付について（その７）」
（平成19年４月20日付医療課事務連絡））とされている。

16キロメートル以内に患者の求める診療に専門的に対応でき、往診等を行っている保険医療機関が存在している
ものの、やむを得ない事情で当該保険医療機関の医師が往診等できないといった、患者が往診等を受けることが困
難な場合の取扱いはどのようになるか。

（答） ご指摘の事例は、次の確認等を行った場合には、「絶対的な理由」に含まれる。

具体的には、往診等を依頼される可能性がある保険医療機関において、往診等を希望する患者の居宅（患家）
から16キロメートル以内にある保険医療機関では当該患者への往診等の対応ができない場合の対応について、居宅
（患家）の16キロメートル以内の保険医療機関又は当該地域の医師会に周知した上で、地方厚生（支）局にその状
況について報告すること。
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